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農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

⽇本農林規格の制定・⾒直しについて

○ ⽇本農林規格については、｢⽇本農林規格の制定・⾒直しの基準｣(平成３０年６⽉１⽇⽇本農林規
格調査会決定)により制定・⾒直し内容の妥当性を判断。

○ 今回の試験⽅法分科会では、上記の基準に照らして妥当と考えられる①「ほうれんそう中のルテインの定
量―⾼速液体クロマトグラフ法の⽇本農林規格」等の２規格の新規制定、②「フローリングの⽇本農林規
格」等８規格の⾒直しを実施。

２ 改正を⾏う⽇本農林規格

（１） フローリングの⽇本農林規格
（２） ショートニングの⽇本農林規格
（３） ぶどう糖の⽇本農林規格
（４） マーガリン類の⽇本農林規格
（５） マカロニ類の⽇本農林規格
（６） ⾷⽤精製加⼯油脂の⽇本農林規格
（７） 精製ラードの⽇本農林規格
（８） 農産物漬物の⽇本農林規格

１ 新たに制定する⽇本農林規格

（１）ほうれんそう中のルテインの定量―⾼速液体クロマトグラフ法の⽇本農林規格
（２）⽣鮮トマト中のリコペンの定量 ― 吸光光度法の⽇本農林規格
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１ ⽇本農林規格の制定について



農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

ルテイン（ほうれんそう）、リコペン（トマト）の試験⽅法規格について

○ ⾷品の機能性成分の研究や利⽤は我が国がリードする分野であり、⽣活習慣病が増加するASEAN地
域においても関⼼が⾼い。

○ 機能性表⽰⾷品制度では、当該⾷品届出時に関与成分の定量試験法の情報の提出が求められており、
その試験法は、第三者機関の分析を前提として、妥当性の検証がなされた、公定法などが望まれている。

○ 冷凍ほうれんそうにあっては、ルテインの機能性を訴求ポイントとして海外への出荷を検討する取組みが進
展するなど、輸出に対する気運も⾼まっている。

現 状

○ 共通のモノサシの制定・活⽤により、産品に含まれる成分量の客観的な⽐較が可能・容易に。この結果、
我が国産品特有の品質の優位性を客観的に説得⼒をもって⽰すことができる。

○ 妥当性が確認された公定法の活⽤によって、機能性表⽰⾷品の届出を⾏う事業者の負担軽減に寄与。
○ さらに、当該規格の活⽤によって、機能性を訴求した冷凍ほうれんそうの輸出に取り組む事業者が、その優

位性を海外において⽰す際の⼿助けとなる。

効 果

規格の概要

○ ほうれんそう中のルテイン、⽣鮮トマト中のリコペンの定量試験法について、試験室間共同実験ほかによる
妥当性確認を経た上で、①適⽤範囲、②試薬、装置及び器具、③試料調製法、④測定⼿順等につい
て規定。
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農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

○ ほうれんそうの可⾷部中のルテインを定量するための試験⽅法について、妥当性を確認した上で規定。
○ 粉砕した測定試料を⽔酸化カリウムでけん化し、ルテインを分離精製する。ヘキサン/酢酸エチル混合液でルテインを含む不

けん化物を抽出し、⾼速液体クロマトグラフ（HPLC）を⽤いてルテイン濃度を測定。

【試料調製〜測定⼿順】

測定試料をけん化し
ルテインを分離・精製

ルテインを含む
不けん化物を抽出

濃縮・乾固後の
ルテインを溶液に溶解

溶液中のルテイン濃度を
HPLCによって測定

測定結果から試料中の
ルテイン濃度を計算

ルテイン標準物質の分解のしや
すさを考慮し、検量線作成⽤の
標準液の調製毎に、標準原液
中のルテイン濃度を吸光度によっ
て確認。

Ｏ２

ルテインとは
野菜等に含有されるカロテノイドの1種。
加齢⻩斑変性の予防など⽬の健康維持に役⽴つ機能性が報告されている。
 「ほうれんそう」、「ケール」、「ブロッコリー」などの野菜類に多く含まれる。

ルテインは酸化により分解され
る場合がある。このことから、酸
化防⽌剤としてピロガロールを
添加したエタノールを測定試料
に加える。

ピロガロール含有
エタノール

２種類の溶液（移動
相）を⽤いてHPLC測
定条件を最適化し、分
析時間を短縮。（クロマトグラムのイメージ図）

ルテイン 夾雑
成分

短縮

ほうれんそう中のルテインの定量―⾼速液体クロマトグラフ法

根は除去

褐⾊ガラスビン
粉砕

ピロガロール
含有エタノール
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農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

⽣鮮トマト中のリコペンの定量―吸光光度法

○ ⽣鮮トマトの可⾷部中のリコペンを定量するための試験⽅法について、妥当性を確認した上で規定。
○ 粉砕した測定試料をメタノールで洗浄してβ-カロテンを除去した後、ヘキサン/アセトン混合液でリコペンを抽出し、分光光度

計を⽤いてリコペン濃度を測定。

【試料調製〜測定⼿順】

ガラスろ過器、減圧ろ過
装置、ろ過助剤の準備

測定試料をメタノールで
洗浄(β-カロテンの除去)

ヘキサン/アセトン混合液
でリコペンを抽出・希釈

溶液中のリコペン濃度を
分光光度計で測定

測定結果から試料中の
リコペン濃度を計算

リコペンとは
果物や野菜に含有される⾚⾊のカロテノイド⾊素。
⾎中HDLコレステロールを増やす働きや、動脈硬化や肺気腫の予防・改善

効果が報告されている。
 「トマト」の他「すいか」などに含まれる。

正確なリコペンの吸光
度を測定するため、メタ
ノールによる洗浄でβ-カ
ロテンを除去。

測定波⻑のほか、光源、検
出器等の操作条件を各装
置の取扱説明書に従って、
適切に設定する。

ろ過助剤

拡⼤

ろ過助剤

吸引ろ過 β-カロテン除去

+測定試料
+メタノール

測定溶液

分光光度計

へたは除去 ガラスビン
粉砕
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２ ⽇本農林規格の⼀部改正について



フローリングのJASの試験⽅法の⾒直しについて

フローリングの性能をより適正に評価できるようにするため、①浸せき剝離試験の試験⽚の作成⽅法、
②摩耗試験の試験⼿順について明確化する。

②摩耗試験※の試験⼿順の明確化【複合フローリング】①浸せき剝離試験※の試験⽚の作成⽅法の明確化
【単層フローリング、複合フローリング】
試験⽚について、「節等の⽋点部分⼜は充填
補修箇所が側⾯及び⽊⼝⾯にないものとする」
ことを追加。

試験⼿順について、「研磨紙の⽬づまりを防ぐた
め、適当な刷⽑等で付着した研磨くずを随時
（少なくとも100回転毎）除去するものとする」こ
とを追加。

試験後の研磨紙
（研磨クズを除去しない状態）

試験前の研磨紙

※浸せき剝離試験：接着の程度を評価するための試
験

※摩耗試験：化粧材料の耐摩耗性を評価するための
試験

70℃温⽔中2時間 → 60℃恒温乾燥器中3時間
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農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

■⼀部改正を⾏う⽇本農林規格の改正事項

飲⾷料品のJASの⼀部改正

改正事項 対象規格

１．灰分及び⽐旋光度の測定⽅法 ：ぶどう糖

２．⾒かけの⽐重の測定⽅法 ：マカロニ類

３．⽔分及び酸価の測定⽅法 ：精製ラード、ショートニング、⾷⽤精製加
⼯油脂

4．よう素価及び融点の測定⽅法 ：精製ラード

5．油脂含有率の測定⽅法 ：マーガリン類

6．塩分の測定⽅法 ：農産物漬物
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農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

灰分の測定⽅法（ぶどう糖）

 ぶどう糖のJASの品質において「灰分」の規格値が定められている。
 現⾏のJASの分析法では、糖が膨れ上がり、容器からあふれ出ることにより、正確な測定値が

得られない事がある。
 このため、試料採取時にオリーブ油を添加することにより、糖が膨れ上がることを防ぎ、正確な

分析値が得られるよう分析⽅法を改正する。

 改正案

膨れ上がることによ
り分析失敗の恐れ。

ぶどう糖
オリーブ油 灰化

ぶどう糖
灰化

膨れ上がりの発⽣
を抑え、安定して
測定。
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農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

⽐旋光度の測定⽅法（ぶどう糖）
 ぶどう糖の⽇本農林規格の品質において、ぶどう糖の純度を表す指標として「⽐旋光度」の規

格値が定められている。
 現⾏のJASの分析法では、⽐旋光度を測定する旋光計に⽤いる光源は「ナトリウムランプ」に

限定されている。
 業界団体から、光源に汎⽤性のある「タングステンハロゲンランプ」の追加要望があり、分析法

の妥当性が確認されたため光源の選択肢に追加するよう分析⽅法を改正する。

①ぶどう糖を⽔で定容 ②ろ過 ③旋光計で測定
ナトリウムランプに限定

光源の選択肢にタングステンハロゲンランプを追加

ぶどう糖

ぶどう糖
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農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

 マカロニ類のJASの品質において、組織の密度を表す指標として「⾒かけの⽐重の規格値が定
められている。

 現⾏のJASの分析法では、マカロニ類を破砕後、量り取り、溶液に投下したときのメスシリン
ダーの⽬盛りを読むことにより、⾒かけ上の⽐重を求めることとしているが、調製⽅法が規定され
ていない。業界団体から調製⽅法を規定し、わかりやすくしてほしい旨要望があった。

 粉砕した試料の粒径に係る調査の結果、妥当性が確認されたことから分析⽅法を改正する。

⾒かけの⽐重の測定⽅法（マカロニ類）

①粉砕 ②ふるい分け ③体積の測定

⽬開き
500 μm以
上のふるい

粉砕した試料

受け⽫

試料5g

試料5g
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農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

■ ⽔分の測定⽅法を変更することなく、精確に測定できるよう詳細に規定。
■ 酸価の測定⽅法を変更することなく精確に測定できるよう詳細に規定。

⽔分及び酸価の測定⽅法（精製ラード、ショートニング、⾷⽤精製加⼯油脂）

■⽔分（精製ラード、ショートニング、⾷⽤精製加⼯油脂）
【現 ⾏】 試料５ｇを正確に量りとり、105℃で1時間乾燥した後、ひょう量し、乾燥

前の重量と乾燥後の重量との差の試料重量に対する百分⽐を⽔分とする。

【改正後】 試料の乾燥⽅法や重量を測定する際の桁数等を詳細に規定

■酸価（精製ラード、ショートニング、⾷⽤精製加⼯油脂）
精確に測定できるよう精製ラードの測定⽅法を追記するとともに、ショートニング及び

⾷⽤精製加⼯油脂の測定⽅法を精製ラードの記載と同様に規定した。
【現 ⾏】 試料10〜20ｇを150ml三⾓フラスコに正しく量りとり、50〜60℃までの温度

で加熱溶解し、エチルアルコールとエチルエーテル１：１の混液50mlを加え
溶解する。(以下略）

【改正後】 試料の溶解⽅法や重量を測定する際の桁数等を詳細に規定

改正概要

13



農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

■ よう素価の測定に使⽤する試薬名の表記を⾷⽤植物油脂のJASで使⽤されている⼀般的
な試薬名に変更。

■ 融点の測定⽅法を変更することなく、精確に測定できるよう詳細に規定。

よう素価及び融点の測定⽅法（精製ラード）

■よう素価の測定に使⽤する試薬名の表記
【現 ⾏】 ⼀塩化ヨウ素溶液

【改正後】 ウィイス液

■融点
【現 ⾏】 試料を調整した⽑細管を温度計の下部に密着させ、これらの下端をそろえ、

⽔を満たしたビーカー中に浸し、⽔をかき混ぜながら加熱し、試料が⽑細管中
で上昇し始める温度を融点とする。

【改正後】 温度計と⽑細管の下端のそろえ⽅、ビーカー中に浸す深さ、加熱の程度等
を詳細に規定。

改正概要
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農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

■ 油脂含有率の測定⽅法を変更することなく、精確に測定できるよう詳細に規定。

油脂含有率の測定⽅法（マーガリン類）

■油脂含有率
【現 ⾏】 砂糖類⼜は⾵味原料を含まないマーガリン類にあっては、試料1.0〜1.5gを

50mlのビーカーに量りとり、エチルエーテルで分液漏⽃中に洗い込み、無⽔
硫酸ナトリウムを加えて脱⽔し、250mlの三⾓フラスコにろ過し、エチルエーテ
ルを除去した後、105℃で20〜30分間乾燥して得たものの試料重量に対す
る百分⽐を油脂含有率とする。

【改正後】 測定容器の準備、重量を測定する際の桁数等を詳細に規定

改正概要
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農林⽔産省 ⾷料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

■ 塩分の規格値を考慮し、試料を量りとる際の桁の精度を改正。

塩分の測定⽅法（農産物漬物）

■塩分
【現 ⾏】 均質化したもの5gをホモジナイザー⽤のカップに1mgの桁まで量りとり
【改正後】 均質化したもの5gをホモジナイザー⽤のカップに10mgの桁まで量りとり

塩分の規格値は「1.0％以上4.0%以下」と規定されており、⼩数点以下2桁⽬を四
捨五⼊するので、測定値は⼩数点以下2桁で⼗分であり、1mgの桁（⼩数点以下3
桁）まで必要ない。

例：5gを1mgの桁まで量ると測定値は5.015g
測定⽅法に従って、計算すると
塩分は2.904・・・2.9%

5gを10mgの桁まで量った測定値が5.02g
測定⽅法に従って、計算すると
塩分は2.90・・・2.9%  

改正概要
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